
新会計基準における区分方法

複数の基準適用から、一つの基準での処理へ
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子育て短期支援事業（Ｃの家）

指定生活介護（Ｄ苑）
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短期入所生活介護（Ａ里）
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就労支援事業会計
処理基準に従う

準用可

企業会計
原則に従う
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資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表
財務諸表
の注記

備考

法人全体 第１号の１様式 第２号の１様式 第３号の１様式 全項目

法人全体
（事業区分別）

○◎第１号の２様式 ○◎第２号の２様式 ○◎第３号の２様式

左記様式では
事業区分間の
内部取引消去
を行う

事業区分
（拠点区分別）

◎第１号の３様式 ◎第２号の３様式 ◎第３号の３様式

左記様式では
拠点区分間の
内部取引消去
を行う

拠点区分
（一つの拠点を表示） 第１号の４様式 第２号の４様式 第３号の４様式

一部項目は
記載不要

サービス区分別
（拠点区分の会計を
サービス別に区分表
示）

☆基準別紙３
（附属明細書）
保育所・措置施設

☆基準別紙４
（附属明細書）

介護・障害サービス

基準別紙３では
サービス区分間
の内部取引消
去を行う

（注１）法人の事務負荷軽減のため、以下の場合は財務諸表及び基準別紙の作成を省略できるものとする。
１．○印の様式は、事業区分が社会福祉事業のみの法人の場合省略できる。
２．◎印の様式は、拠点が１つの法人の場合省略できる。
３．☆印の様式は、附属明細書として作成するが、その拠点で実施する事業の必要に応じていずれか１つ
を省略できる。

（注２）第１号から第３号の１から４様式は、社会福祉法施行規則第９条第３項に定める書類とし、毎年度所
轄庁へ提出をする。

財務諸表等の作成
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集計

集計
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